
国　家　公　務　員 警察関係 地　方　公　務 員 公務員とみなされるもの

罪 種  総 国 防 衛 庁 文部省 そ国 警 職 各   教 育 そ地   各   そ
 計 会 関　　係 関　　係係 の家 首 種 　関　係係 の方   種

及 び 議 自 そ 教　そ 他公 察 計 議 教 そ 他公 　計   公関   の
 数 員 衛 の 　　 の の務 長 員 　 の の務   団係

年 次 　 官 他 官 他 　員 官 員 員 他 　員   他
(14) (14) (13) (1)

   3 138 5 ･･･ 5 4 118 ･･･ 46 1 71 11 2 9
(8) (8) (6) (1) (1)

   4 117 6 ･･･ 1 2 3 2 105 ･･･ 37 2 4 62 4 2 2
(11) (11) (7) (1) (3)

   5 155 22 ･･･ 1 1 20 3 121 ･･･ 39 3 4 75 9 2 7
総 (16) (16) (12) (4)

   6 151 34 ･･･ 2 32 5 105 ･･･ 38 3 64 7 3 4
(18) (17) (12) (1) (4) (1)

   7 165 11 ･･･ 1 2 3 5 143 ･･･ 35 2 4 102 11 1 10
(16) (1) (1) (10) (4)

   8 120 9 1 8 ･･･ ･･･ 99 16 24 5 54 12 3 9
数 (30) (30) (1) (14) (1) (14)

   9 151 10 10 ･･･ ･･･ 135 12 50 3 3 67 6 1 5
(10) (9) (1)

  10 133 6 1 1 4 ･･･ ･･･ 117 10 49 3 1 54 10 4 6
(14) (13) (12) (1) (1) (1)

  11 122 5 1 4 ･･･ ･･･ 95 13 24 2 55 22 8 14
(8) (8) (5) (3)

  12 138 18 1 1 16 ･･･ ･･･ 114 13 26 2 73 6 2 4

   3 14 1 ･･･ 1 10 ･･･ 10 3 3
公    4 7 1 ･･･ 1 6 ･･･ 6 0
文    5 18 2 ･･･ 1 1 13 ･･･ 1 12 3 2 1
書    6 19 4 ･･･ 4 5 9 ･･･ 9 1 1
偽    7 17 1 ･･･ 1 13 ･･･ 13 3 3
造    8 2 1 1 ･･･ ･･･ 1 1 0
行    9 0 0 ･･･ ･･･ 0 0
使   10 10 1 1 ･･･ ･･･ 9 1 8

  11 8 ･･･ ･･･ 6 2 4 2 2
  12 7 4 4 ･･･ ･･･ 3 1 2

   3 5 1 ･･･ 1 4 ･･･ 4 0
職    4 17 2 ･･･ 2 2 13 ･･･ 3 10 0

   5 33 18 ･･･ 1 17 2 13 ･･･ 1 4 8 0
権    6 18 1 ･･･ 1 1 16 ･･･ 6 1 3 6 0

   7 2 0 ･･･ 2 ･･･ 2 0
濫    8 6 3 3 ･･･ ･･･ 3 3 0

   9 9 4 4 ･･･ ･･･ 5 5 0
用   10 1 1 1 ･･･ ･･･

  11 3 ･･･ ･･･ 3 2 1
  12 25 8 8 ･･･ ･･･ 17 17

　注　（　）内の数値は、贈賄を内数として示したものである。

１２７　　年　次　別　　　特　定　罪　種　別　　　所　属　別　　　検　挙　人　員
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国　家　公　務　員 警察関係 地　方　公　務 員 公務員とみなされるもの

罪 種  総 国 防 衛 庁 文部省 そ国 警 職 各   教 育 そ地   各   そ
 計 会 関　　係 関　　係係 の家 首 種 　関　係係 の方   種

及 び 議 自 そ 教　そ 他公 察 計 議 教 そ 他公 　計   公関   の
 数 員 衛 の 　　 の の務 長 員 　 の の務   団係

年 次 　 官 他 官 他 　員 官 員 員 他 　員   他
(14) (14) (13) (1)

   3 93 1 ･･･ 1 88 ･･･ 46 1 41 4 2 2
(8) (8) (6) (1) (1)

   4 84 3 ･･･ 1 2 78 ･･･ 37 2 1 38 3 1 2
(11) (11) (7) (1) (3)

賄    5 80 2 ･･･ 2 72 ･･･ 34 1 37 6 6
(16) (16) (12) (4)

   6 79 4 ･･･ 1 3 70 ･･･ 30 40 5 2 3
(18) (17) (12) (1) (4) (1)

   7 95 5 ･･･ 2 3 83 ･･･ 34 3 46 7 1 6
(16) (1) (1) (10) (4)

賂    8 86 4 4 ･･･ ･･･ 76 13 24 39 6 6
(22) (1) (14) (1) (6)

   9 122 5 5 ･･･ ･･･ 113 11 50 2 50 4 4
(10) (9) (1)

  10 92 4 1 3 ･･･ ･･･ 83 9 44 1 1 28 5 1 4
(14) (13) (12) (1) (1) (1)

  11 79 1 1 ･･･ ･･･ 63 11 19 2 31 15 2 13
(8) (8) (5) (3)

  1２ 69 3 1 2 ･･･ ･･･ 64 11 23 30 2 2

   3 3 0 ･･･ 2 ･･･ 2 1 1
背    4 0 0 ･･･ 0 ･･･ 0

   5 3 0 ･･･ 3 ･･･ 3 0
   6 1 0 ･･･ 1 ･･･ 1 0
   7 5 0 ･･･ 5 ･･･ 1 4 0
   8 7 0 ･･･ ･･･ 4 3 1 3 2 1
   9 7 0 ･･･ ･･･ 7 1 3 3 0

任   10 7 ･･･ ･･･ 5 1 1 3 2 2
  11 2 ･･･ ･･･ 1 1 1 1
  12 1 ･･･ ･･･ 1 1

   3 24 1 ･･･ 1 2 18 ･･･ 18 3 3
業    4 21 2 ･･･ 2 18 ･･･ 3 15 1 1
務    5 31 1 ･･･ 1 1 29 ･･･ 3 1 4 21 0
上    6 21 1 ･･･ 1 19 ･･･ 2 3 14 1 1
横    7 47 5 ･･･ 5 41 ･･･ 2 1 38 1 1
領    8 19 1 1 ･･･ ･･･ 15 2 13 3 1 2

   9 13 1 1 ･･･ ･･･ 10 1 9 2 1 1
  10 23 ･･･ ･･･ 20 3 2 15 3 1 2
  11 30 4 4 ･･･ ･･･ 22 3 1 18 4 4
  12 36 3 1 2 ･･･ ･･･ 29 1 2 2 24 4 2 2

　注　（　）内の数値は、贈賄を内数として示したものである。

１２７　　年　次　別　　　特　定　罪　種　別　　　所　属　別　　　検　挙　人　員（つづき）
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